
議案第３３号 

 

栗山町職員の通勤手当支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

  栗山町職員の通勤手当支給に関する条例（平成１２年条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第３項中「平成２８年３月３１日」を「平成２９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 




